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医療計画について



○ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

○ 都道府県が、国の定める基本方針に即し、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定するもの。

○ 医療資源の地域的偏在の是正と医療施設の連携を推進するため、昭和60年の医療法改正により導入され、都道府県の二次医療圏ごとの病床数
の設定、病院の整備目標、医療従事者の確保等を記載。平成18年の医療法改正により、疾病・事業ごとの医療連携体制について記載されることと
なり、平成26年の医療法改正により「地域医療構想」が記載されることとなった。その後、平成30年の医療法改正により、「医師確保計画」及び「外来
医療計画」が位置付けられることとなった。

医療計画について

・ 2025年の、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能ごとの医
療需要と将来の病床数の必要量等を推計。

○ 地域医療構想

記載事項（主なもの）

※ ５疾病･･･５つの疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管
疾患、糖尿病、精神疾患）。

６事業･･･６つの事業（救急医療、災害時における医療、
新興感染症発生・まん延時における医療、
へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急
医療を含む。））。

○ ５疾病・６事業（※）及び在宅医療に関する事項

・ 疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状を把握し、
課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の構築のための具体
的な施策等の策定を行い、その進捗状況等を評価し、見直しを行う
（PDCAサイクルの推進）。

○ 医師の確保に関する事項

・ 三次・二次医療圏ごとに医師確保の方針、目標医師数、具体的な
施策等を定めた「医師確保計画」の策定（３年ごとに計画を見直し）

・ 産科、小児科については、政策医療の観点からも必要性が高く、
診療科と診療行為の対応も明らかにしやすいことから、個別に策定

○ 医療圏の設定、基準病床数の算定

・ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者流入/流出割
合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明示し、見直しを促進。

・ 病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位と
して区分。

計画期間

○ ６年間 （現行の第７次医療計画の期間は2018年度～2023年度。第８次医療計画の期間は2024年度～2029年度。中間年で必要な見直しを実施。）

５２医療圏（令和３年10月現在）

※都道府県ごとに１つ（北海道のみ６
医療圏）

【医療圏設定の考え方】
特殊な医療を提供する単位として設
定。 ただし、都道府県の区域が著しく
広いことその他特別な事情があるとき
は、当該都道府県の区域内に二以上
の区域を設定し、また、都道府県の境
界周辺の地域における医療の需給の
実情に応じ、二以上の都道府県にわた
る区域を設定することができる。

三次医療圏

【医療圏設定の考え方】
一般の入院に係る医療を提供することが相
当である単位として設定。その際、以下の社会
的条件を考慮。

・地理的条件等の自然的条件
・日常生活の需要の充足状況
・交通事情 等

３３５医療圏（令和３年10月現在）

二次医療圏

・ 外来医療機能に関する情報の可視化、協議の場の設置、医療機
器の共同利用等を定めた「外来医療計画」の策定
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○疾病・事業ごとの医療体制
・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ 新興感染症発生・まん延時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ その他特に必要と認める医療

○地域医療構想（※）

○地域医療構想を達成する施策

○病床機能の情報提供の推進

○外来医療の提供体制の確保(外来医療計画)（※）

○医師の確保(医師確保計画)(※)

○医療従事者(医師を除く)の確保

○医療の安全の確保

○二次医療圏・三次医療圏の設定

○医療提供施設の整備目標

○医師少数区域・医師多数区域の設定

○基準病床数 等

医療提供体制の確保に関する基本方針

基本方針【大臣告示】

医療計画の作成
○ 留意事項

○ 内容、手順 等

疾病・事業別の医療体制

○ 求められる医療機能
○ 構築の手順 等

【法第30条の４第１項】

都道府県は基本方針に即して、かつ地域

の実情に応じて医療計画を定める。

【医療法第30条の８】

厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。

【医療法第30条の３】

厚生労働大臣は基本方針を定める。

医療計画作成指針【局長通知】

疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針【課長通知】

医 療 計 画

※ 地域医療構想については「地域医療構想策定ガイドライン」、外来医療計画については「外来医療に係る医療提供
体制の確保に関するガイドライン」、医師確保計画については「医師確保計画策定ガイドライン」を厚生労働省からそ
れぞれ示している。

医療計画の策定に係る指針等の全体像
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第８次医療計画のポイント①

• 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により浮き彫りとなった地域医療の様々な課題に対応するとともに、人口構造の変化への対応
を図る。

• 令和３年の医療法改正により新たな事業として新興感染症への対応に関する事項を追加（令和４年の改正感染症法に基づく予防計画
と整合性を図る）。

• 第７次計画期間中に追加した「医師確保計画」「外来医療計画」（計画期間はいずれも３年間）についてもそれぞれのガイドライン
に基づき第８次医療計画の策定と併せて見直しを行う。その際、二次医療圏の設定について先行して議論を行う。

全体について
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• 地域の現状や課題に即した施策の検討においてロジックモデル等のツールを活用する。

• 新興感染症の発生・まん延時や災害時等においても必要な医療が提供できる体制の整備を進める。

【がん】がん医療の均てん化に加え、拠点病院等の役割分担と連携による地域の実情に応じた集約化を推進する。

【脳卒中】適切な病院前救護やデジタル技術を活用した急性期診療体制の構築、回復期や維持期・生活期の医療体制の強化に取り組む。

【心血管疾患】回復期及び慢性期の診療体制の強化やデジタル技術の活用等による、急性期から一貫した診療体制の整備に取り組む。

【糖尿病】発症予防、糖尿病及び合併症の治療・重症化予防のそれぞれのステージに重点を置いて取り組むための体制構築を進める。

【精神疾患】患者の病状に応じ、医療、障害福祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制整備を一層推進する。

【救急】増加する高齢者の救急や、特に配慮を要する救急患者を受け入れるために、地域における救急医療機関の役割を明確化する。

【災害】災害拠点病院等における豪雨災害の被害を軽減するため、地域における浸水対策を進める。

【新興感染症】新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、当該対応での最大規模の体制を目指し、平時に医療機関の機能及び役割

に応じた協定締結等を通じて、地域における役割分担を踏まえた新興感染症及び通常医療の提供体制の確保を図る。

【へき地】医師の確保に配慮するとともに、オンライン診療を含む遠隔医療を活用。※改正離島振興法の内容にも留意。

【周産期・小児】保健・福祉分野とも連携し、ハイリスク妊産婦への対応や、医療的ケア児への支援にかかる体制整備を進める。

【在宅医療】「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を位置付け、適切な在宅医療の
圏域を設定するとともに、各職種の機能・役割についても明確化する。また、在宅医療に係る医療機関等に対し災害時にお

けるBCPの策定を支援する。

５疾病・６事業及び在宅医療について



第８次医療計画のポイント②

• 外来機能報告により得られたデータを活用し、紹介受診重点医療機関となる医療機関を明確化するとともに、地域の外来医療の提供
状況について把握し、今後の地域の人口動態・外来患者推計等も踏まえ外来医療提供体制のあり方について検討を行う。

外来医療について
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• 地域医療支援病院について、医療計画の見直しの際に必要に応じて責務の追加・見直しを検討するとともに、整備目標を定める際
には医療計画における新興感染症への対応に関する事項との連携にも留意する。

• 医療計画の内容のうち、必要な情報についてはわかりやすい形で周知を行い、住民の理解・協力を得られるよう努める。

その他の事項

• これまでの基本的な枠組み（病床の必要量の推計・考え方など）を維持しつつ、毎年度、対応方針の策定率を目標としたPDCAサイ

クル通じて地域医療構想を推進することとし、策定率と地域医療構想調整会議における資料や議事録など協議の実施状況について公

表を行う等、着実に取組を推進。

※2025年以降の地域医療構想の取組のあり方については、2023～2024年度にかけて、中長期的課題について整理し、検討予定。

地域医療構想について

• 2024年４月に医師の時間外・休日労働の上限規制が施行されることを踏まえ、医療機関における医師の働き方改革に関する取組の
推進、地域医療構想に関する取組と連動させ、医師確保の取組を推進。

• 医師確保計画の策定において基礎となる、医師偏在指標について精緻化等を実施。

• 地域医療介護総合確保基金を積極的に活用し、病院と歯科診療所の連携、歯科専門職の確保、薬剤師（特に病院）の確保を進める。

• 特定行為研修修了者その他の専門性の高い看護師の養成と確保を推進する。

医療従事者の確保について

• 医療事故調査制度運用の要である病院等の管理者の理解をより深めるため、研修の受講を推進する。

• 相談対応の質の向上を図る観点から、医療安全支援センターの相談職員の研修の受講を推進する。

医療の安全の確保等について



都道府県知事の権限について
（「医療計画について」令和５年3月31日付け医政局長通知）

〈都道府県知事の勧告について〉

○ 地域医療構想の達成の推進のため、２以上の医療機関の再編であって１以上の医療機関が廃止する場合（二次医療圏を越えて行う場合
を除く。）にあっては、その前後で病床数の合計数が増加されないときであって、当該再編に関する計画について地域医療構想調整会
議における協議及び合意を経た上で、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第64号。以下「医
療介護総合確保法」という。）第12条の２の２に規定する厚生労働大臣の認定を受けるときは、勧告は行わないこと。ただし、病床過
剰地域であることに鑑み、やむを得ないと認められる場合を除き、法第30条の12第１項の規定により読み替えて適用する第７条の２第
３項の規定の趣旨を踏まえ、再編の対象となる医療機関において、病床に係る業務の全部又は一部を行っていないときは、再編後の病
床数の合計数は、当該業務を行っていない病床数を除いたものとすること。なお、再編の対象となる医療機関において、規則第１条の
14第７項各号に掲げる場合として法第７条第３項の許可を受けずに設置した病床又は規則第30条の32の２第１項各号に掲げる病床を有
する場合にあっては、当該病床の趣旨に照らして適切な対応を取ること。
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医療法人A会
A医療機関

医療法人B会
A医療機関

① 同一地における開設者
の変更

（病床数が増加されない）

勧告を行わない
（医政局長通知）

② 同一開設者による同一
医療圏内での移転

（病床数が増加されない）

医療法人A会
A医療機関

医療法人A会
A医療機関

移転
（同一医療圏内）

勧告を行わない
（医政局長通知）

③ 同一開設者による同一医療圏内
での医療機関の再編統合

（再編計画の認定を受け、病床数が
増加されない）

医療法人A会
A医療機関

医療法人A会
B医療機関

医療法人A会
A医療機関

④ 異なる開設者による同一医療圏内で
の医療機関の再編統合

（再編計画の認定を受け、病床数が増加
されない）

医療法人A会
A医療機関

医療法人B会
B医療機関

医療法人B会
A医療機関

令和５年３月31日付け医政局長通知において、
勧告を行わない旨を新たに明示



計画の根拠法令

地域保健法

児童福祉法

社会福祉法

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

国民健康保険法

老人福祉法

高齢者の医療の確保に関する法律

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

介護保険法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

健康増進法

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

がん対策基本法

歯科口腔保健の推進に関する法律

アルコール健康障害対策基本法

アレルギー疾患対策基本法

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器
病に係る対策に関する基本法

計画

人材確保支援計画

都道府県障害児福祉計画

都道府県地域福祉支援計画

都道府県献血推進計画

都道府県国民健康保険運営方針

都道府県老人福祉計画

都道府県医療費適正化計画

都道府県計画

都道府県介護保険事業支援計画

予防計画

都道府県健康増進計画

都道府県障害福祉計画

都道府県がん対策推進計画

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項

都道府県アルコール健康障害対策推進計画

都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関す
る計画

都道府県循環器病対策推進計画

医療計画と各計画との一体的策定について（令和５年３月31日付け医政局地域医療計画課他事務連絡）
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別紙２
政策的に関連が深い計画の例

今般、「令和４年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和４年12月20日閣議決定）において、「都道府県がん対策推進計画（がん
対策基本法（平成18年法律第98号）第12条）及び都道府県循環器病対策推進計画（健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の
循環器病に係る対策に関する基本法（平成30年法律第105号）第11条）については、医療計画（医療法（昭和23年法律第205号）第30条の
４）等の政策的に関連の深い他の計画と一体のものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県に令和４年度中に通知す
る。」とされた（別紙１参照）ことを受け、下記のとおりお知らせします。

記

第８次医療計画の作成については、「医療計画について」（令和５年３月31日付け医政発0331第16号厚生労働省医政局長通知）において
その留意事項等を示したところですが、がん対策基本法第12条に基づく都道府県がん対策推進計画や健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、
心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法第11条に基づく都道府県循環器病対策推進計画等の政策的に関連が深い他の計画等に定
める内容が、医療計画に定める内容と重複する場合には、医療計画とそれらの計画を一体のものとして策定することも可能です。

なお、政策的に関連が深い計画として、例えば別紙２に掲げる計画が考えられますが、それ以外の計画についても、各都道府県において政
策的に関連が深い計画であると判断する場合には、一体のものとして策定していただいて差し支えありません。

上記の取扱いについては、第８次医療計画以降の医療計画についても同様であることを申し添えます。

令和４年の地方からの提案等に関する対応方針（抄）

令和４年１２月２０日
閣 議 決 定

５ 義務付け・枠付けの見直し等

【厚生労働省】
（47）がん対策基本法（平18法98）及び健康寿命の延伸等を図
るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本
法（平30法105）

都道府県がん対策推進計画（がん対策基本法12条）及び都道府県
循環器病対策推進計画（健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心
臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法11条）については、
医療計画（医療法（昭23法205）30条の４）等の政策的に関連の
深い他の計画と一体のものとして策定することが可能であること等
を明確化し、都道府県に令和４年度中に通知する。

別紙１



医療計画と各計画との一体的策定状況について

○ 医療計画と各計画との一体的策定状況について、令和５年７月時点の状況を確認したところ、予定を含めて策定している都道府県の割

合は53％（25都道府県）となっている。

○ 一体的なものとして策定している計画を見ると、「循環器病対策推進計画」が最も多く、次に「がん対策推進計画」が多い。

○ 一体的に策定する目的を見ると、「職員の負担軽減」及び「住民からみた計画のわかりやすさ」が多かった。

▪ その他の内容

– 医療審議会等でも説明することにより、幅広い意見を聴いて計画を

策定することができる

– 医療計画と個別計画との調和を図ることへの意識付け

– 計画間の整合性確保

医療計画と各計画との一定的策定（予定も含む）

（N=47）

10医政局地域医療計画課調べ

25

53%

21

45%

1

2%

策定する（予定も含む）

策定しない

検討中

16

17

5

8

2

6

5

0 5 10 15 20

がん対策推進計画

循環器病対策推進計画

健康増進計画

予防計画

薬剤師確保計画

医療費適正化計画

その他

一体的に策定している（予定も含む）計画（複数回答可）

18

18

5

0 5 10 15 20

職員の負担軽減

住民からみた計画の

分かりやすさ

その他

取組の目的（複数回答可）



医療計画と他の計画との一体的策定の事例①

○ 長野県が取り組む保健医療施策の方向性と具体的な目標を明らかにし、「健康長寿」という一つの目標に向かって、総合的に施策を推
進できるように、保健医療に関連する９つの計画を一体的に策定。

一体的策定の趣旨

信州保健医療総合計画（計画期間：６年）

計画の評価・見直し

○ 毎年度、目標達成度により定量的に評価を行い、ＰＤＣＡサイクルにより施策を改善・見直し。
○ 在宅医療その他必要な事項については、３年ごとに、必要がある場合は見直し。

一体的に策定する計画

① 第７次長野県保健医療計画
② 第３次長野県健康増進計画
③ 長野県母子保健計画

⑦ 長野県アルコール健康障害対策推進計画
⑧ 長野県の感染症の予防のための施策の実施に関する計画
⑨ 長野県肝炎対策推進計画

④ 長野県医療費適正化計画(第３期)
⑤ 長野県がん対策推進計画
⑥ 長野県歯科保健推進計画

11

効果・課題

○ 計画を１つにまとめることにより、共通の目標に向かって取組を推進することができる。
○ 県の各種保健医療施策の方向性を１つの計画で示すことにより、県の施策展開を県民にわかりやすく示すことができる。

【 効 果 】

○ 計画を１つにまとめることにより、計画全体の分量の増加。
○ 計画をとりまとめる作業等が発生するため、事務負担が増加。

【 課 題 】



医療計画と他の計画との一体的策定の事例①

策定体制図（現行計画策定時）

○地域医療構想調整会議

○長野県地域医療対策協議会

○長野県健康づくり推進県民会議

○長野県母子保健推進協議会

すこやか親子21策定部会

○長野県がん対策推進協議会

○長野県感染症対策協議会

○長野県ウイルス肝炎診療協議会

○長野県アルコール健康障害対策推進会議

○長野県自殺対策連絡協議会

○長野県メディカルコントロール協議会

○長野県へき地保健医療協議会

○長野県歯科保健推進県民会議

○長野県医療費適正化市町村・保険者等協議会

答申

諮問
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保健医療計画策定委員会

医 療 審 議 会 長 野 県



期待する効果・課題

○ 計画を１つにすることにより、計画をわかりやすく県民等へ周知することができる。
○ 策定作業の効率化。

【期待する効果】

○ 関連計画の整理や計画に記載する事項の絞り込み及び削減に係る調整。

【 課 題 】

医療計画と他の計画との一体的策定の事例②

○ 令和６年度に健康、医療・介護、地域共生社会分野に係る分野別計画の一斉改定が予定されている。
改定にあたり、県民及び関係職種の方にとっての「わかりやすさ」を向上し、理解を深めるとともに、３つの視点（複数の計画におけ

る重複部分の整理、関連計画の整理及び記載事項の削減、絞り込み）により計画の策定方法等の見直しを行う。

関連計画との一体的な策定について

広島県保健医療計画（計画期間：６年）
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見直しの内容

○ がん対策推進計画及び循環器病対策推進計画は、がんや脳卒中などの５疾病に対する方策の記載を必須とする「保健医療計画」と多く
の内容が重複しており、「保健医療計画」に包含し一体的に策定する。

○ 「保健医療計画」のがん対策、脳卒中対策、心血管疾患対策の部分を、がん対策推進計画及び循環器病対策推進計画として位置づける。
○ 医療の効率的な提供の推進を施策の１つの柱とする医療費適正化計画は、「保健医療計画」と多くの内容が重複しており、「保健医療

計画」に新たに章立てすることにより一体的に策定する。
〇「保健医療計画」の新たな章立て部分を医療費適正化計画として位置づける。

一体的に策定する計画（イメージ）

広島県保健医療計画

広島県がん対策推進計画

広島県循環器病対策推進計画

広島県医療費適正化計画

【

現

行

】

広島県保健医療計画

（がん対策推進計画、循環器病対策推進計画、
医療費適正化計画としても位置づけ）

【

見
直
し
後

】

重複部分、
関係計画の整理



医療計画と他の計画との一体的策定の事例②
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策定体制図



地域医療構想について



地域医療構想について

○ 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を見据え、医療機関の機能分化・連携を
進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の確保を目的とするもの。

○ ①各構想区域における2025年の医療需要と「病床数の必要量」について、医療機能（高度急性期・急性期・回復
期・慢性期）ごとに推計し、地域医療構想として策定、②各医療機関の現在の状況と今後の方向性を「病床機能報
告」により把握、③各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分化・連携に向けた協
議を実施。

〇 都道府県は、④「地域医療介護総合確保基金」を活用し、医療機関の機能分化・連携を支援。さらに、自主的な取
組だけでは進まない場合、⑤「医療法に定められている権限の行使を含めた役割」を適切に発揮することで、地域医
療構想の実現を図る。

権 限基 金

都 道 府 県

知 事

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

回復期の患者

高度急性期の患者

慢性期の患者

急性期の患者
医療機能

を自主的に
選択

急性期
●●万床

回復期
●●万床

高度急性期
●●万床

慢性期
●●床

【2025年の病床の必要量】

D 構 想 区 域

協 議

報 告
将 来 の 病 床 数

の 必 要 量

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

回復期の患者

高度急性期の患者

慢性期の患者

急性期の患者
医療機能

を自主的に
選択

急性期
●●万床

回復期
●●万床

高度急性期
●●万床

慢性期
●●床

【2025年の病床の必要量】

C 構 想 区 域

協 議

報 告
将 来 の 病 床 数

の 必 要 量

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

回復期の患者

高度急性期の患者

慢性期の患者

急性期の患者
医療機能

を自主的に
選択

急性期
●●万床

回復期
●●万床

高度急性期
●●万床

慢性期
●●床

【2025年の病床の必要量】

B 構 想 区 域

協 議

報 告
将 来 の 病 床 数

の 必 要 量

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

回復期の患者

高度急性期の患者

慢性期の患者

急性期の患者
医療機能

を自主的に
選択

急性期
●●万床

回復期
●●万床

高度急性期
●●万床

慢性期
●●床

【2025年の病床の必要量】

A 構 想 区 域

協 議

報 告
将 来 の 病 床 数

の 必 要 量
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病床機能報告制度

○ 各医療機関は、毎年、病棟単位（ 有床診療所の場合は施設単位）で、医療機能の「現状」と「今後の
方向」を、自ら１つ選択して、都道府県に報告。病棟には様々な病期の患者が入院していることから、
当該病棟でいずれかのうち最も多い割合の患者を報告することを基本とする。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合
周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

急性期機能 ○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能
○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。
○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰

を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

慢性期機能
○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィー患者

又は難病患者等を入院させる機能

17

（病棟の患者構成イメージ）

Ｃ 「回復期機能」回復期状態の患者

Ａ 「高度急性期機能」高度急性期状態の患者

Ｄ 「慢性期機能」慢性期状態の患者

Ｂ 「急性期機能」急性期状態の患者



※1：2022年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,885/14,538（95.5％）、2022年度病床機能報告：12,188/12,602（96.7％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ 及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を用いて推計
※5：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（*）：19,065床（参考 2021年度病床機能報告：19,645床）

*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット入院医療管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数
※6：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、詳細な分析

や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

令和４年度病床機能報告の集計結果について
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89.6
万床

※1

2015年度病床機能報告

合計 119.0万床

89.4
万床

0.1万床増

0.8万床減

1.0万床増

1.2万床減

約0.9万床減

2022年度病床機能報告

合計 119.9万床

89.1
万床

合計 125.1万床
2025年見込2022年

76.5
万床

1.2万床減

6.2万床減

6.9万床増

4.6万床減

69.1
万床

68.4
万床

2015年

出典：2022年度病床機能報告（一部精査中）

地域医療構想における2025年の病床の必要量

（入院受療率や推計人口から算出した2025年の医

療需要に基づく推計（平成28年度末時点））

53.1
万床

合計 119.1万床

※4 ※6

（各医療機関が病棟単位で報告） （各医療機関が病棟単位で報告）※6※6

90.6
万床

慢性期

35.5万床 (28%)
慢性期

30.8万床 (26%)

慢性期

29.6万床 (25%)

慢性期

28.4万床 (24%)

回復期

13.0万床 (10%)

回復期

19.9万床 (17%)

回復期

21.0万床 (18%)

回復期

37.5万床 (31%)

急性期

59.6万床 (48%)

急性期

53.4万床 (45%)

急性期

52.5万床 (44%)

急性期

40.1万床 (34%)

高度急性期

16.9万床 (14%) 高度急性期

15.7万床 (13%)

高度急性期

15.9万床 (13%)

高度急性期

13.0万床 (11%)

速報値



病床が全て稼働していない病棟の現状

（出典）令和４年度病床機能報告
※ 「非稼働病棟」は、病院は病棟単位で休棟と報告されている病床、有床診療所は診療所単位で休棟と報告されている病床を指す。
※ 「許可病床数」は、病床機能報告において医療機関ごとに報告されたものの総和（一般病床及び療養病床のみ）である。 19

○ 令和４年度病床機能報告において、病棟単位（有床診療所の場合は診療所単位）で休棟と報告され
ている病床は31,835床存在した。

○ 非稼働病棟の病床数は都道府県によってばらつきがあるが、病床機能報告上の許可病床数に占める
割合として、最大の県は約６％であった。

（一部精査中）
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【調査概要】地域医療構想調整会議における検討状況等の確認

地域医療構想に関し、「地域医療構想の進め方について」（令和４年３月24日付け厚生労働省

医政局長通知）の記載に基づき、公立・公的・民間医療機関における対応方針の策定や検証・見

直しを行うこととしており、当該検討状況について確認を行うもの。

（１）確認目的

令和５年３月末時点 （確認期間：令和５年２月16日から同年３月15日）

（２）確認時点

各都道府県の地域医療構想の担当部局宛に確認票を送付。

（３）確認方法

・各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しの状況

・地域医療構想調整会議（都道府県単位及び構想区域単位）の開催状況、データ利活用を含めた

議論の状況、議論の公表状況

・構想区域における医療提供体制、再編にかかる検討状況 等

（４）主な確認項目

医療機関や都道府県において、新型コロナウイルス感染症対応が続く中、できるだけ確認項目

を絞り、検討状況を確認。

（５）その他

20



PDCAサイクル等による地域医療構想の推進について

◆ 医療提供体制の確保に関する基本方針（平成19年厚生労働省告示第70号）

第三 医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 目標設定に関する国と都道府県の役割
３ 地域医療構想に係る目標設定

都道府県は、将来における地域の医療提供体制の確保のため、地域医療構想（法第三十条の四第二項第七号に規定する将来の医療提供体制に関
する構想をいう。以下同じ。）の実現に向けた取組を着実に進めることが重要であることから、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、
医療保険者その他の関係者（第六及び第七において「関係者」という。）との協議の場（以下「地域医療構想調整会議」という。）における協議の
結果を踏まえ、当該構想区域（同号に規定する区域をいう。第五の一において同じ。）において担うべき医療機関としての役割及び当該医療機関が
有するべき医療機能ごとの病床数を含む今後の対応方針（以下「対応方針」という。）の策定率等の目標について、毎年度、当該目標の達成状況の
分析及び評価等を行うものとする。

第五 地域医療構想に関する基本的な事項
二 地域医療構想に関する国と都道府県の役割

都道府県は、策定した地域医療構想の達成に向けた取組を進めるに当たって、構想区域等（法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等をい
う。第六及び第七において同じ。）ごとに、地域医療構想調整会議を設け、当該会議での議論を通じて、地域における病床の機能の分化及び連携並
びに在宅医療を推進していくことが必要である。これらの推進に当たり、都道府県は、地域医療構想調整会議における協議の実施状況を公表するも
のとする。

国は、必要な情報の整備や都道府県職員等に対する研修のほか、都道府県におけるデータの活用や医療介護総合確保法に基づく地域医療介護総
合確保基金の活用に係る支援など、都道府県の地域医療構想の達成に向けた取組の支援を行うものとする。

第六 地域における病床の機能の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事
一 地域における病床の機能の分化及び連携の基本的考え方

地域における病床の機能の分化及び連携については、地域の医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により推進していくことが前提と
なる。このため、都道府県は、法第三十条の十三第一項の規定による報告（以下「病床機能報告」という。）の結果等により毎年度進捗を把握し、
公表するとともに、構想区域等ごとに設置する地域医療構想調整会議において、関係者との連携を図りつつ、必要な事項について協議を行うことが
必要である。その際、構想区域等における将来の医療提供体制を構築していくための方向性を共有するため、医療機関の役割を明確化することや将
来的に病床機能の転換を予定している医療機関の役割を確認すること等が必要である。あわせて、地域医療構想調整会議における協議の結果を踏ま
えた対応方針の策定率を公表することとする。また、都道府県は、法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人の認定、地域医療介護総
合確保基金の活用等により、医療機関の自主的な機能分化及び連携に向けた取組を支援することが必要である。

さらに、都道府県は、地域医療構想調整会議における協議の実施状況や対応方針の策定率等を踏まえ、将来の病床数の必要量と病床機能報告に
より報告を受けた病床数に著しく差が生じている場合には、その要因について、当該構想区域等における医療提供体制を踏まえて分析及び評価を行
い、その結果を公表するとともに、必要な対応について検討することとする。

国は、都道府県の地域医療構想の達成に向けた取組を支援するとともに、地域における病床の機能の分化及び連携を更に実効性あるものとする
ため、病床機能報告の在り方を検討して見直しを行い、地域の医療需要に円滑に対応できる人員配置等を調えることの検討を進めるものとする。21



PDCAサイクル等による地域医療構想の推進について
～地域医療構想の進め方について（令和５年３月31日付け医政地発0331第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）のポイント～

「第８次医療計画等に関する意見のとりまとめ」（令和４年12 月28 日）等を踏まえ、都道府県において、毎年度、対応方針の策定率等を
目標としたPDCAサイクルを通じて地域医療構想を推進することとする。

（１）年度目標の設定

✓ 毎年度、構想区域ごとに立てる地域医療構想の推進に係る目

標については、以下のとおり設定する。

・ 対応方針の策定率が100％未満の場合には、対応方針の策定率

※2022年度・2023年度において対応方針の策定や検証・見直しを行うこととさ

れていることに留意。

・ 既に100％に達している場合等には、合意した対応方針の実施率

✓ 対応方針の策定の前提として、病床機能報告の報告率が100％

でない場合には、未報告医療機関に対し、報告を求める。

（２）地域医療構想の進捗状況の検証

✓ 病床機能報告上の病床数と将来の病床の必要量について、デー

タの特性だけでは説明できない差異（ ※ ）が生じている構想区

域において、地域医療構想調整会議で要因の分析・評価を実施。

※病床機能報告が病棟単位であることに起因する差異や、地域の実情に応じた定量的

基準の導入により説明できる差異を除いたもの。

✓ 人員・施設整備等の事情で、2025年までに医療機能の再編の取

組が完了しない場合には、完了できない事情やその後の見通し

について具体的な説明を求める。

（３）検証を踏まえて行う必要な対応

✓ 非稼働病棟等へについて、以下の通り対応する。

・ 病床機能報告から把握した非稼働病棟については、非稼働の理由及び当該病棟の今後の運用見通しに関する計画につい

て、地域医療構想調整会議での説明を求める。その際、当該病棟の再稼働の見込みについては、医療従事者の確保の具体

的な見込み等も含めて詳細な説明を求め、十分議論する。また、病床過剰地域においては、医療法に基づく非稼働病床の

削減命令・要請等を行う。

・ 病棟単位では非稼働となっていないが、非稼働となっている病床数や病床稼働率の著しく低い病棟についても把握し、

その影響に留意する。

✓ 非稼働病棟等への対応のみでは不十分である場合には、構想区域全体の2025年の医療提供体制について改めて協

議を実施し、構想区域の課題を解決するための年度ごとの工程表（KPIを含む。）を策定・公表。

✓ その他、地域医療構想調整会議の意見を踏まえ、必要な対応を行うこと。

進捗状況

の検証

必要な対応

目標設定
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新公立病院改革プラン・公立病院経営

強化プラン対象病院（再検証対象除く）

（N=565）

公的等2025プラン対象病院（再検証対

象除く）

（N=699）

その他の医療機関

（N=10,990）

医療機関の区分別にみた対応方針の協議状況

対象外

協議・検証未開始

協議・検証中

合意・検証済

合意・検証済の結果に基

づき措置済

※公立、公的及び公立・公的以外には、再検証対象を含まない。

地域医療構想調整会議における対応方針の検討状況（令和５年３月時点）

○ 全ての医療機関の対応方針の措置済を含む「合意･検証済」の割合は医療機関単位で60％、病床単位で76％となっている。
○ 再検証対象医療機関の対応方針の措置済を含む「検証済」の割合は医療機関単位で58%、病床単位で62％となっている。
○ 再検証対象医療機関を除く新公立病院改革プラン・公立病院経営強化プラン対象病院の対応方針の措置済を含む「合意済」の割

合は医療機関単位で99％、病床単位で99％となっている。
○ 再検証対象医療機関を除く公的等2025プラン対象病院の対応方針の措置済を含む「合意済」の割合は医療機関単位で97％、病

床単位で99％となっている。
○ その他の医療機関の対応方針の措置済を含む「合意済」の割合は医療機関単位で55％、病床単位で64％となっている。

再検証対象 公立※ 公的※ その他全医療機関

99％ 99％ 97％ 99％

60％

76％

58％
62％

55％
64％

医政局地域医療計画課調べ（一部精査中）※再検証対象医療機関の「対象外」には既に病床を有さなくなった医療機関も含まれるため一律に全医療機関の合計に計上していない。

※医療機関には有床診療所を含む。
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都道府県別にみた医療機関の対応状況（全医療機関・医療機関数ベース）

合意・検証済 協議・検証中

地域医療構想調整会議における対応方針の検討状況（都道府県別）（令和５年３月時点）

○ 対応方針の措置済を含む「合意・検証済」の割合が80％を超える都道府県は16府県となっている。
○ 「合意・検証済」・「協議・検証中」の割合が50％に満たない都道府県は９県となっている。

24医政局地域医療計画課調べ（一部精査中）
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協議・検証未開始となっている医療機関の検討状況

○ 検討状況が協議・検証未開始となっている医療機関について、その理由を見ると、「新型コロナ対応の経験を踏まえ、
改めて検討中」が最も多く、次に、「その他」が多い。

○ 「その他」としては、「病床の廃止や医療機関の閉院を検討」「後継者と診療内容等を検討」といった理由があった。

全医療機関の検討状況（令和５年３月時点） 協議・検証未開始の医療機関の検討状況 ※

※有効回答の内訳

※再掲

医政局地域医療計画課調べ（一部精査中）
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3,149 

25%

4,415 

35%

2,146 

17%

2,956 

23%

合意・検証済の結果に基

づき措置済 (25%)

3,149医療機関

合意・検証済 (35%)

4,415医療機関

協議・検証中 (17%)

2,146医療機関

協議・検証未開始 (23%)

2,956医療機関

N=12,666
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26%

50%

12%

12%

合意・検証済の結果に基づ

き措置済 (26%)

324,297床

合意・検証済 (50%)

611,932床

協議・検証中 (12%)

146,490床

協議・検証未開始 (12%)

142,204床

N=1,224,923

全医療機関の対応方針の検討状況（前回調査結果との比較）

○ 全医療機関の検討状況について、令和４年９月時点の調査結果と比較すると、措置済を含む「合意・検証済」の医
療機関単位の割合が36％から60％、病床単位の割合が61％から76％と増加している。

医政局地域医療計画課調べ（一部精査中）

令和４年９月時点 令和５年３月時点

医療機関数

病床数

13%

23%

26%

38%

合意・検証済の結果に基

づき措置済 (13%)

1,621医療機関

合意・検証済 (23%)

2,811医療機関

協議・検証中 (26%)

3,089医療機関

協議・検証未開始 (38%)

4,585医療機関

N=12,106

17%

44%
17%

22%

合意・検証済の結果に基

づき措置済 (17%)

193,073床

合意・検証済 (44%)

517,654床

協議・検証中 (17%)

195,066床

協議・検証未開始 (22%)

259,505床

N=1,165,298
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61％

60％

76％

25%

35%

17%

23%

合意・検証済の結果に基づ

き措置済 (25%)

3,149医療機関

合意・検証済 (35%)

4,415医療機関

協議・検証中 (17%)

2,146医療機関

協議・検証未開始 (23%)

2,956医療機関

N=12,666
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再検証対象医療機関における対応状況

○ 再検証対象医療機関のうち、措置済を含む「検証済」の医療機関について、対応の状況を見ると、「病床機能の見
直し」が最も多く、次に「病床数の見直し」が多くなっている。

再検証対象医療機関の状況（令和５年３月時点） 「検証済」及び「措置済」の医療機関の状況（複数回答可）

医政局地域医療計画課調べ（一部精査中）

162

37%

91

21%

119

27%

40

9%

24

6%

検証済の結果に基づき

措置済(37%)

162医療機関

検証済(21%)

91医療機関

検証中(27%)

119医療機関

検証未開始(9%)

40医療機関

対象外(6%)

24医療機関

N=436

146

95

37 33

57

0

20

40

60

80

100

120

140

160

病
床
機
能
を
見
直
す

許
可
病
床
数
を
見
直
す

医
療
機
関
の
役
割
を
見
直
す

複
数
医
療
機
関
に
よ
る
再
編
を

実
施
す
る

従
前
ど
お
り

58％



勉強会

地域医療構想に係る医療機関向け勉強会の実施について

スキーム

○ これまで地域医療構想は、公立・公的医療機関等を中心に地域での議論を進めてきたことから、改めて民間医療機関に向けた今後

の医療を取り巻く状況を踏まえ、外部環境分析の観点から地域医療構想に関する情報提供を行い、その必要性について民間医療機関

の理解を深める。

○ 民間医療機関に、建替え、増改築を含めた地域医療構想の取組を推進するために有用であると考えられる地域医療介護総合確保基

金や税制優遇措置等について情報提供する。

○ 意見交換を通じて、都道府県、地方銀行、民間医療機関等の関係者が今後の地域医療提供体制、持続可能な医療機関の運営、各医

療機関の運営に対する考え方等について関係者の認識を共有する。

目 的

医療機関

都道府県

以下の①及び②の講演の実施及び後援については、厚生労働省が協力

① 医療提供体制を取り巻く状況等 ： 厚生労働省

② データで見る都道府県の医療提供体制 ： 大学、コンサル 等

③ 地域医療構想を推進する支援策 ： 都道府県

④ 意見交換

実施内容案

主 催 ： 都道府県

共 催 ： （協力が得られれば）地方銀行

後 援 ： 厚生労働省、（協力が得られれば）都道府県医師会等

実施体制案

開催方法 ： ＷＥＢ 等

開催時期 ： 勉強会は開催準備が整った都道府県から順次開催することとし、
原則令和５年中をめどに実施することを想定している。

開催方法・開催時期

28

・民間医療機関への案内
・民間医療機関の関心に沿った

内容となるようなご助言等

参 画

※参画の要否は任意に判断

・勉強会の趣旨及び概要を説明
・勉強会への参画の提案・意見

交換

参画依頼

受 講

・勉強会の開催の提案
・講演、後援等の協力

提案・協力



地域医療構想に係る医療機関向け勉強会の実施事例

長崎県地域医療構想セミナー

29

講演内容

①地域医療構想の必要性

講師 厚生労働省医政局地域医療計画課

②データで見る長崎県医療提供体制

講師 株式会社 日本経営

③地域医療構想を推進する支援策

講師 長崎県医療政策課

④長崎医療介護人材開発講座における取組

講師 社会医療法人春回会

開催日時 ： 令和５年６月６日 16時～18時

配信方法 ： WEB開催（Zoom）

対 象 ： 県内の医療関係者、自治体関係者等

受 講 料 ： 無料

主 催 ： 長崎県・長崎県医師会

後 援 ： 株式会社 十八親和銀行

株式会社 長崎銀行

➢ 長崎県地域医療構想セミナーへの参加状況 ： 事前登録者数 229名



医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）②データで見る長崎県医療提供体制
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）②データで見る長崎県医療提供体制
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）②データで見る長崎県医療提供体制
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）②データで見る長崎県医療提供体制
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）②データで見る長崎県医療提供体制
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）②データで見る長崎県医療提供体制
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）②データで見る長崎県医療提供体制
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）②データで見る長崎県医療提供体制
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）②データで見る長崎県医療提供体制
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）④長崎利用介護人材開発講座における取組
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）④長崎利用介護人材開発講座における取組
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）④長崎利用介護人材開発講座における取組
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）④長崎利用介護人材開発講座における取組
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）④長崎利用介護人材開発講座における取組
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）④長崎利用介護人材開発講座における取組
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医療機関向け勉強会の実施事例

（参考）④長崎利用介護人材開発講座における取組
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地域医療介護総合確保基金
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国

消費税財源活用

市
町
村

市町村計画

（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画

(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者
の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府
県に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

令和５年度予算額：公費で1,763億円
（医療分 1,029億円、介護分 734億円）



病床機能再編支援事業
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【２.統合支援給付金支給事業】
統合（廃止病院あり）に伴い病床数を減少する場合のコスト等に充当するため、

統合計画に参加する医療機関（統合関係医療機関）全体で減少する病床１床当た
り、病床稼働率に応じた額を支給（配分は統合関係医療機関全体で調整）

※重点支援区域として指定された関係医療機関については一層手厚く支援
※統合関係医療機関の対象３区分の総病床数が10％以上減少する場合に対象

○中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化し
た地域医療の課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築する必要がある。

〇こうした中、地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に行われ
る病床減少を伴う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等に取り組む際の財政支援*1を実施する。

○令和２年度に予算事業として措置された本事業について法改正を行い、新たに地域医療介護総合確保基金の中
に位置付け、引き続き事業を実施する。【補助スキーム：定額補助（国１０／１０）】

【１.単独支援給付金支給事業】
病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画を作成した医療機関（統合によ

り廃止する場合も含む）に対し、減少する病床1床当たり、病床稼働率に応じた
額を支給

※病床機能再編後の対象３区分*2の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における
対象３区分として報告された稼働病床数の合計の90％以下となること

【３.債務整理支援給付金支給事業】
統合（廃止病院あり）に伴い病床数を減少する場合において、廃止される医

療機関の残債を統合後に残る医療機関に承継させる場合、当該引継債務に発生す
る利子について一定の上限を設けて統合後医療機関へ支給

※統合関係医療機関の対象３区分の総病床数の10％以上減少する場合に対象
※承継に伴い当該引継ぎ債務を金融機関等からの融資に借り換えた場合に限る

病床200床

「単独医療機関」の取組に対する財政支援

再編

減少する病床数
について支給

Ａ病院：200床

Ｂ病院：100床
廃止（廃業）

統合後のＡ総合病院
250床

純減した50床について支給
配分はＢ病院を含めた統合
関係医療機関全体で調整

*1 財政支援 ･･･使途に制約のない給付金を支給
*2 対象３区分･･･高度急性期機能、急性期機能、慢性期機能

病床150床

債務

金利

債務 承継

引き継いだ債務の
利子負担を軽減

利子
総額

支給

廃止となる病院 統合後の病院

統合

計画
作成

統合関係医療機関

計画
作成

「複数医療機関」の取組に対する財政支援



重点支援区域について
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● 対象となるのは、「複数医療機関の医療機能再編等事例」とし、以下①②の事例も対象となり得る。

① 再検証対象医療機関が対象となっていない再編統合事例
② 複数区域にまたがる再編統合事例

選定対象・募集時期２

基本的な考え方１

● 「重点支援区域」は、都道府県からの申請を踏まえ、厚生労働省において選定する。なお、選定は複数回行うこととする。

● 都道府県は、当該区域の地域医療構想調整会議において、重点支援区域申請を行う旨合意を得た上で、「重点支援区域」に申請を行うものとする。

● 重点支援区域の申請または選定自体が、医療機能再編等の方向性を決めるものではない上、重点支援区域に選定された後も医療機能再編等の結論
については、あくまでも地域医療構想調整会議の自主的な議論によるものであることに留意が必要。

支援内容３
● 重点支援区域に対する国による技術的・財政的支援は以下を予定。

【技術的支援】（※）
・地域の医療提供体制や、医療機能再編等を検討する医療機関に

関するデータ分析
・関係者との意見調整の場の開催 等

【財政的支援】
・地域医療介護総合確保基金の優先配分
・病床機能の再編支援を一層手厚く実施

※ 今般の新型コロナへの対応を踏まえ、地域における今後の感染症対応を見据えた医療提供体制の構築に向けた検討に資するよう、国の
検討会等における議論の状況について情報提供を行う。

重点支援区域設定の要否４

● 今後、全ての都道府県に対して重点支援区域の申請の意向の有無を聴取。

【１回目（令和２年１月31日）選定】
・宮城県（仙南区域、石巻・登米・気仙沼区域）
・滋賀県（湖北区域）
・山口県（柳井区域、萩区域）

【２回目（令和２年８月25日）選定】
・北海道（南空知区域、南檜山区域）
・新潟県（県央区域）
・兵庫県（阪神区域）
・岡山県（県南東部区域）
・佐賀県（中部区域）
・熊本県（天草区域）

【３回目（令和３年１月22日）選定】
・山形県（置賜区域）
・岐阜県（東濃区域）

【４回目（令和３年12月3日）選定】
・新潟県（上越区域、佐渡区域）
・広島県（尾三区域）

● これまでに以下の13道県19区域の重点支援区域を選定。

選定区域５

【５回目（令和４年４月27日）選定】
・山口県（下関区域）

【６回目（令和５年３月24日）選定】
・青森県（青森区域）



再編計画の認定に基づく地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置

Ａ病院：200床

Ｂ病院：50床
無床診療所へ移行

再編後のＡ総合病院
220床

再編を検討している複数医療機関

①再編計画を策定
地域医療構想調整会議（各都道府県）

②地域医療構想調整会議に諮る

③調整会議で協議し、合意

・各都道府県は、地域医療構想調
整会議において、再編計画の内容
を確認するものとする。

④地方厚生局へ再編計画を提出
（都道府県を経由）

⑤再編計画の認定

・提出された再編計画について、所定の
要件を満たすものであるか確認を行い、適当
であると認められる場合は認定を行う。

厚生労働省（地方厚生局長）

・再編計画の認定に当たっては、
必要に応じて関係都道府県の
意見を聴収する。

⑥再編計画を認定した旨を
都道府県へ通知

・提出された再編計画について、
地域医療構想の達成に向けた病
床の機能の分化及び連携を推進す
るために適切か協議を行う。

厚生労働省
地方厚生局

再編計画認定までのプロセス ＜再編計画に記載する事項＞

・再編の事業の対象とする医療機関に関する事項

・再編の事業の内容（再編前後の病床数及び病床機能等）

・再編の事業の実施時期

・再編事業を実施するために必要な資金、不動産に関する事項

＜認定を受けた際に受けることができる措置＞

・当該計画に基づき取得した不動産に対する税制優遇措置

（登録免許税、不動産取得税）

・当該計画に基づく増改築資金、長期運転資金に関する金融優

遇措置

１．再編計画の認定について

医療介護総合確保法に基づく、地域医療構想調整会議の合意を得た複数医療機関の再編計画について、地方厚生（支）局長
が認定する制度。

２．税制上の優遇措置について
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不
動産に係る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を講ずる。

【 登録免許税 】 ※令和3年度創設（令和５年３月31日まで） ※ 令和８年３月31日まで延長

土地の所有権の移転登記 1,000分の10（本則：1,000分の20）

建物の所有権の保存登記 1,000分の２（本則：1,000分の４）

【不動産取得税】※令和４年度創設（令和６年３月31日まで）

課税標準について価格の2分の１を控除
49



独立行政法人福祉医療機構による地域医療構想に係る優遇融資

50

区 分 地域医療構想を推進するための優遇融資 複数医療機関の再編等に係る融資条件の優遇融資 病院・有床診療所の通常融資条件

対象施設
病院、有床診療所

（都道府県知事の証明を受けたもの）
病院、有床診療所

（厚生労働大臣が認定した再編計画に限る）
病院、有床診療所

償還期間
（据置期間）

病院 ３０年以内（３年以内）
有床診療所２０年以内（１年以内）

同左 同左

融資限度額 所要額の９５％ 同左 所要額の７０％

貸付利率
基準金利

（当初５年は基準金利▲０．５％～▲０．１％）
（※１）

基準金利
（据置期間中無利子）（※２）

基準金利～基準金利＋０．５％

（※１）当初5年の優遇は地域医療介護総合確保基金対象事業で減床を伴う場合に限る。

（※２）据置期間中無利子は地域医療介護総合確保基金対象事業に限る。

区 分 地域医療構想達成を推進するための優遇融資 複数医療機関の再編等に係る融資条件の優遇融資 病院・有床診療所の通常融資条件

対象施設
病院、有床診療所

（都道府県知事の証明を受けたもの）
病院、有床診療所

（厚生労働大臣が認定した再編計画に限る）
病院：なし

有床診療所：新設に伴い必要な場合

償還期間
（据置期間）

１０年以内（４年以内）（※1） 同左 ３年以内（6ヵ月以内）

融資限度額
病院 ５億円（※１）
有床診療所 ３億円

同左 所要額の８０％

無担保貸付
５００万円まで

（機構の経営診断を受けた場合は１，０００万円）
（※２）

同左 同左

貸付利率 基準金利＋０．３％ 基準金利 基準金利＋０．８％

（※１）廃止される病院の残債に対して融資する場合（必要な補助が交付される場合に限る）は、償還期間（据置期間）を15年以内（2年以内）、特に必要
と認められる場合は20年以内（2年以内）とし、融資限度額を13.6億円とする。なお、協調融資（併せ貸しを含む）の利用を原則とする。

（※２）償還期間５年以内に限る。

長期運転資金

増改築資金



医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度 （所得税、法人税）

51

概 要

①医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度

医師・医療従事者の働き方改革を促進するため、労働時間短縮

に資する設備に関する特別償却が出来る。

【対象設備】医療機関が、医療勤務環境改善支援センターの助言の下に

作成した医師労働時間短縮計画に基づき取得した器具・備品（医療用

機器を含む）、ソフトウェアのうち一定の規模（30万円以上）のもの

【特別償却割合】取得価格の15％

②地域医療構想の実現のための病床再編等の促進のための特別償却制度

地域医療構想の実現のため、民間病院等が地域医療構想調整会議において合意された具体的対応方針に基づき病床の再編等を行った

場合に取得する建物等について、特別償却が出来る。

【対象設備】病床の再編等のために取得又は建設（改修のための工事によるものを含む）をした病院用等の建物及びその附属設備

（既存の建物を廃止し新たに建設する場合・病床の機能区分の増加を伴う改修（増築、改築、修繕又は模様替）の場合）

【特別償却割合】取得価格の８％

③高額な医療用機器に係る特別償却制度

取得価格500万円以上の高額な医療用機器を取得した場合に特別償却が出来る。

【対象機器】高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法の指定を受けてから２年以内の医療機器

【特別償却割合】取得価格の12％

医療機関

器具・備品・
ソフトウェア※

③供用開始

医療勤務環境改善支援センター

医療労務管理アドバイザー

医業経営アドバイザー

都道府県医療勤務担当課室長
による確認

助言

確認

税務署

①計画書提出

②計画書返送

青色申告

連携



○ 地域医療構想の中で特に実施が困難な複数医療機関の再
編について、その検討段階から、相談、事例紹介、調
査・分析等を通じて、実現までの支援を行う。

○ 重点支援区域への支援で得られた知見や過去の再編事例
等の調査を通じて、地域医療構想を推進する上での課題
に対し、参考となる有効な分析、制度等の活用・改善方
策を検討する。

地域医療構想の実現に向けた医療機能分化・連携支援事業

３ 事業スキーム・実施主体・事業実績等

１ 事業の目的

① 地域医療構想を推進するための課題の調査・分析

② 再編等を検討している医療機関等からの相談窓口の設置

③ 重点支援区域への申請の前段階の再編を企画・検討する区域に
対する支援（重点支援区域の設定の要否を判断するまで支援）

④ 国が重点的に支援する重点支援区域への再編の支援（事例紹介、
データ分析 等）

重点支援区域

厚生労働省

構想区域

③再編検討区域支援（R5～）
・基本構想検討支援
・地域の協議資料作成支援
・検討の進め方支援

②相談窓口設置
・事例紹介
・補助金等案内
・オープンデータ紹介

①調査・分析
・再編事例ヒアリング
・再編課題分析及び改善案

受託事業者

④重点支援区域支援
・再編事例紹介
・地域医療データ分析
・区域内研修・勉強会の支援
・地域住民説明会支援

再編検討区域

実 施 主 体：委託事業（コンサル等）

令和６年度概算要求額 1.9億円（1.7億円）※（）内は前年度当初予算額

医政局地域医療計画課（内線2663）

２ 事業の概要
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地域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業

○ 都道府県は、令和６年度において、第８次医療計画（令和６～令和11年度）の開始や2025（令和７）年に向けた地域医療構想の実現のため、医療提供体
制の構築を着実に進めるとともに、構築した体制についてPDCAサイクルを実施するため医療提供体制に関する評価・分析を行う必要がある。

○ 令和７年度に都道府県において次期地域医療構想の策定等を行うことが見込まれていることから、データ分析チームの構築は優先して実施が必要。
○ 地域医療構想策定には、地域の現場感覚とマッチしたデータ分析が必要であるため、都道府県におけるデータ分析体制の構築を支援。
○ 分析事例を集積し、分析体制のベストプラクティスを検討・実践することで、計画策定に限らず、2025（令和７）年に向けた地域医療構想の推進につい

て、都道府県が自立的に分析・企画・立案できる体制の整備に繋げる。
○ 令和５年度（令和４年度第２次補正予算）で実施した当事業の結果をより多くの都道府県にフィードバックして展開。

３ 事業スキーム・実施主体等

１ 事業の目的

○ 都道府県を対象に、都道府県におけるデータ分析チームの構築を支援する。
○ 都道府県は、データ分析チームを活用して、地域（二次医療圏、構想区域）の詳細分析を実施することにより、一層地域の実情に即した地域医療構想の
評価が可能となる。

○ 都道府県は、分析体制や分析結果、計画策定におけるデータに基づく議論の成果について事例発表を行い、取組の横展開や事例の集積を図り、次年度の
実施要領に反映。

２ 事業の概要

補助基準額：１箇所当たり30,000千円 補助率：定額
実 施 主 体：都道府県 負担割合：国１０／１０

分析体制・分析手法の実践、分析体制の構築、事例の横展開・集積

地
域
医
療
を
支
え
る
体
制
の
構
築

事
例
発
表
に
よ
る

取
組
の
横
展
開
・
集
積

分
析
体
制
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を

実
施
要
領
に
反
映

医
療
計
画
の
評
価
・
分
析

地域の課題を踏まえた医
療機関の立ち位置の確認、
内部環境分析

担うべき医療機能、病床
機能・規模、整備計画等、
今後の方向性の検討

地域における医療機能の
分化・連携の検討

分析体制の検証と活用

分析体制の活用

医政局地域医療計画課（内線2663）

令和６年度概算要求額 4.5億円（ー）※（）内は前年度当初予算額

分
析
体
制
の
構
築

＋

分
析
手
法
の
実
践

〈

都

道

府

県

〉
事務局

（委託事業者等）

医療関係有識（大学等）

医療機関
（医療関係団体等）

都道府県

データ
分析チーム
の構築

地域ごとの医療提

供体制に関する課

題について、デー

タに基づく根拠の

提示

地域の課題の
抽出

地域ごとの医療需

要の推移や医療資

源等に関して、

データの詳細分析

詳 細 分 析 連 携 構 築 の
支 援

疾病・事業ごとに

必要な医療機能の

明確化を支援し、

医療機関の分担・

連携を推進

地
域
医
療
構
想
の
評
価
・
分
析

※令和４年度第二次補正予算額 3.0億円
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2025年以降における地域医療構想について

54

○ 地域医療構想については、これまでもPDCAサイクルや都道府県の責務の明確化による取組の推進を行ってき

ており、現在の2025年までの取組を着実に進めるために、PDCAも含め責務の明確化による取組の強化を図って

いく。

〇 さらに、2025年以降についても、今後、高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる2040年頃を視野に入れつ

つ、新型コロナ禍で顕在化した課題を含め、中長期的課題について整理し、新たな地域医療構想を策定する必要

がある。そのため、現在の取組を進めつつ、新たな地域医療構想の策定に向けた課題整理・検討を行っていく。

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

新しい地域医療構
想の検討・取組

現行の地域医療構
想の取組

国における検討・制度的対応
都道府県における

策定作業

構想に基づく取組

新たな構想に
基づく取組

（検討のスケジュールのイメージ）

全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理（令和４年５月17日）
６．医療・介護・福祉サービス
○ 今後の更なる高齢化の進展とサービス提供人材の不足等を踏まえると、医療・介護提供体制の改革や社会保障制度基盤の強化の取組は必
須である。まずは、「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築に向け、地域医療構想の推進、地域医療連携推進法人の活用、地域包括ケア
システムの整備などを、都道府県のガバナンス強化など関連する医療保険制度等の改革と併せて、これまでの骨太の方針や改革工程表に沿っ
て着実に進めていくべきである。
加えて、今回のコロナ禍により、かかりつけ医機能などの地域医療の機能が十分作動せず総合病院に大きな負荷がかかるなどの課題に直

面した。かかりつけ医機能が発揮される制度整備を含め、機能分化と連携を一層重視した医療・介護提供体制等の国民目線での改革を進める
べきである。

2025年までの取組となっている地域医療構想については、第８次医療計画（2024年～）の策定とあわせて、病院のみならずかかりつけ医機能
や在宅医療等を対象に取り込み、しっかり議論を進めた上で、さらに生産年齢人口の減少が加速していく2040年に向けたバージョンアップを行う
必要がある。


